
3.　7.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 2

　
７
月
１４
日
に
開
催
を
予
定
し

て
い
た
東
久
留
米
市
に
お
け
る

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

聖
火
リ
レ
ー
お
よ
び
聖
火
到
着

後
の
ミ
ニ
セ
レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

を
延
期
い
た
し
ま
し
た
。

　
同
宣
言
の
実
施
日
程
な
ど
の

詳
細
は
決
定
次
第
、
広
報
紙
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
同
聖
火
リ
レ
ー

に
つ
い
て
が
生
涯
学
習
課
☎
４

７
０
・
７
７
８
４
、
同
宣
言
に

つ
い
て
が
企
画
調
整
課
☎
４
７

０
・
７
７
０
２
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ
、
申

請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し

ま
す
。

　
ま
た
、
７０
歳
未
満
の
被
保
険
者

で
住
民
税
課
税
世
帯
の
方
、
７０
歳

以
上
の
被
保
険
者
で
所
得
区
分
が

現
役
並
み
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方

へ
、
申
請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
「
認
定
証
」
を
保
険

医
療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る
と
、

高
額
な
保
険
診
療
に
お
け
る
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。ま
た
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お

持
ち
の
方
は
入
院
時
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の「
認
定
証
」は
、

前
年
の
収
入
状
況
に
よ
っ
て
変
更

が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
８
月

１
日
を
基
準
に
限
度
額
を
判
定
し

て
い
ま
す
。

　
※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
る
場
合
は
認
定
証
の
交
付
を

受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
長
期
入
院
の
場
合

　
過
去
１２
カ
月
の
入
院
日
数
が
９０

日
を
超
え
る
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
申
請
す
る
と
さ
ら
に
食

事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が

　
市
で
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
金
の
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
方
へ
、
ご
案
内
や
申
請
書

な
ど
の
書
類
を
順
次
送
付
し
ま
す
。

　
ご
案
内
な
ど
を
確
認
の
上
、
申

請
さ
れ
る
場
合
は
、
８
月
３１
日

（
火
）
ま
で
に
（
必
着
）、
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
申
請
書
類
を
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
同
支
援
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
ま
た
は

福
祉
総
務
課
☎
４
７
０
・
７
７
４

９
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

臨
時
電
話
相
談 

窓

口

の

開

設

　
同
支
援
金
に
係
る
相
談
・
申
請

に
つ
い
て
、
臨
時
電
話
相
談
窓
口

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

方
な
ど
に
つ
い
て
、
申
請
に
よ
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
【
対
象
】次
の
条
件
の
い
ず
れ
か

を
満
た
す
方

　
①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
生
計
維
持
者
（
以
下
、

世
帯
主
）
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な

傷
病
を
負
っ
た
場
合

　
②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
令
和
３
年
中

の
世
帯
主
の
事
業
収
入
等
（
事
業

収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
、

給
与
収
入
）
が
減
少
見
込
み
で
、

か
つ
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

場
合
▼
世
帯
主
の
事
業
収
入
等
の

い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、

損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
填
さ
れ

る
べ
き
金
額
を
控
除
し
た
額
）
が

令
和
２
年
分
の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
１０
分
の
３
以
上
で
あ
る
こ

と
▼
世
帯
主
の
令
和
２
年
分
の
合

計
所
得
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
▼
世
帯
主
の
減
少
す

　
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
伴
う
「
子
供
の
食
の

確
保
」へ
の
緊
急
対
応
と
し
て
、市

内
で
在
宅
の
子
ど
も
や
そ
の
保
護

者
を
対
象
に
、
食
事
の
提
供
（
子

ど
も
食
堂
な
ど
で
調
理
・
用
意
し

た
お
弁
当
や
食
材
を
配
布
す
る
、

ま
た
は
お
弁
当
を
子
ど
も
の
自
宅

へ
宅
配
で
届
け
る
な
ど
）
の
事
業

を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

　
※
要
件
あ
り
。

　
【
補
助
対
象
期
間
】４
月
１
日
〜

４
年
３
月
３１
日

　
【
補
助
対
象
経
費
】▼
需
用
費
＝

事
業
に
利
用
す
る
消
耗
品
費
（
調

理
器
具
、
収
納
用
品
〈
ク
ー
ラ
ー

ボ
ッ
ク
ス
、
冷
蔵
庫
な
ど
〉、
食

器
類
、
日
用
品
類
、
事
務
用
品
な

ど
）、
事
業
の
案
内
の
た
め
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
印
刷
物
、
光

熱
水
費
、
食
材
費
、
車
両
の
燃
料

費
▼
使
用
料
お
よ
び
賃
借
料
＝
会

場
の
賃
料
、
車
両
の
賃
借
料
▼
役

務
費
等
＝
通
信
費
、
郵
便
代
、
保

険
料
、
食
材
の
運
搬
に
係
る
交
通

費
（
ス
タ
ッ
フ
の
出
勤
の
た
め
の

交
通
費
は
含
ま
な
い
）

◎
高
額
療
養
費

　
１
カ
月
に
保
険
医
療
機
関
な
ど

で
か
か
っ
た
医
療
費
（
保
険
診
療

分
）
が
高
額
と
な
り
、
ご
自
身
の

月
額
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

と
き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が
高
額

療
養
費
と
し
て
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

　
医
療
機
関
か
ら
市
へ
の
請
求
に

基
づ
き
、
毎
月
計
算
を
行
い
、
該

当
が
あ
る
方
に
は
、
医
療
機
関
に

か
か
っ
た
日
か
ら
約
３
カ
月
半
後

以
降
に
高
額
療
養
費
支
給
の
お
知

ら
せ
と
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
被
保

険
者
証
、
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）
に
領

収
書
を
添
え
て
保
険
年
金
課
国
民

健
康
保
険
係
（
市
役
所
１
階
）
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
医
療
機
関
な
ど
へ
の
医
療
費
支

払
い
済
み
の
確
認
は
、
原
則
、
領

収
書
で
行
い
ま
す
の
で
、
医
療
費

の
領
収
書
は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
急
な
病
気
で
病
院
に
か
か
っ
た

場
合

　
出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な
る

な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
保

険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被
保
険
者

証
を
提
示
せ
ず
医
療
を
受
け
た
と

き
や
、
医
師
の
指
示
で
コ
ル
セ
ッ

ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
を
作
っ
た

と
き
は
、
世
帯
主
か
ら
の
申
請
に

よ
っ
て
、
後
か
ら
保
険
給
付
の
払

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
【
手
続
方
法
】次
の
①
〜
⑤
に
該

当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要

な
書
類
な
ど
を
持
参
の
上
、
同
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

審
査
の
た
め
、
払
い
戻
し
に
は
３

カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
①
被
保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
に

病
院
な
ど
に
か
か
っ
た
と
き
＝
診

療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ
ト
）、

領
収
書
（
原
本
）、
被
保
険
者
証
、

世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印

　
※
必
ず
保
険
診
療
で
あ
る
こ
と

を
医
療
機
関
な
ど
に
申
し
出
て
く

染
症
の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
伴
い
、
同
ミ
ニ
セ

レ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
引
き
続
き
予

定
し
て
い
た
「
東
久
留
米
市
ス

ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
」
の
実
施

あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
手

続
き
の
際
に
日
数
を
確
認
で
き
る

領
収
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
手
続
き
方
法
】被
保
険
者
証
・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）・
身
元

確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）
を
持

参
の
上
、
保
険
年
金
課
国
保
年
金

資
格
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
手
続

き
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
２
年

度
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月

３１
日
（
土
）
で
す
。
継
続
し
て
認

定
証
を
必
要
と
す
る
方
は
８
月
３１

日
（
火
）
ま
で
に
手
続
き
す
る
と
、

８
月
１
日
か
ら
適
用
の
認
定
証
を

交
付
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

を
開
設
し
ま
す
。

　
【
受
付
日
時
】７
月
２３
日
（
祝
）・

２４
日
（
土
）
午
前
１０
時
〜
午
後
３

時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

　
【
電
話
相
談
窓
口
】☎
４
７
０
・

７
７
４
９
（
福
祉
総
務
課
）

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
同
課
へ
。

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入

等
に
係
る
所
得
（
３
割
以
上
減
少

す
る
収
入
に
係
る
所
得
）
以
外
の

令
和
２
年
分
の
所
得
合
計
額
が
４

０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　
申
し
込
み
に
は
、
減
免
申
請
書

と
必
要
書
類
の
提
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

　
申
し
込
み
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
児
童
青
少
年
課
窓
口
（
市
役

所
２
階
）ま
た
は
電
話（
４
７
０・

７
７
３
５
）
で
対
象
事
業
の
要
件

や
申
請
方
法
な
ど
を
ご
確
認
の
上
、

交
付
申
請
書
な
ど
を
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、
同
課
宛
て
郵
送
ま
た

は
直
接
同
課
窓
口
へ
持
参
を
。

　
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。
申
請
書
類
を
も
と
に
審

査
し
、
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

だ
さ
い
。

　
②
治
療
用
装
具
（
ギ
プ
ス
、
コ

ル
セ
ッ
ト
、
小
児
弱
視
治
療
用
眼

鏡
、
弾
性
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど
）

＝
医
師
の
診
断
書
、
領
収
書
（
原

本
）、
被
保
険
者
証
、
世
帯
主
名

義
口
座
番
号
、
認
め
印

　
③
海
外
療
養
費
＝
診
療
明
細
書

（
原
本
、日
本
語
訳
）、領
収
書（
原

本
、
日
本
語
訳
）、
調
査
に
関
わ

る
同
意
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
被
保

険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、

認
め
印

　
④
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
＝
治

療
明
細
書
、
領
収
書
（
原
本
）、

被
保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座

番
号
、
認
め
印

　
※
受
領
委
任
し
て
い
る
と
き
は
、

柔
道
整
復
師
か
ら
の
請
求
に
な
り

ま
す
。

　
⑤
医
師
が
認
め
た
、
は
り
、
灸
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
料
＝
医

師
の
同
意
書
、
領
収
書
（
原
本
）、

被
保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座

番
号
、
認
め
印

　
※
受
領
委
任
し
て
い
る
と
き
は
、

施
術
者
か
ら
の
請
求
に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
に
つ
い
て

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

収
入
が
減
少
し
た
方
な
ど
へ
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

「
子
供
の
食
の
確
保
」緊
急
対
応
事
業

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
る

医
療
費（
高
額
療
養
費
な
ど
）の
ご
案
内

限
度
額
適
用
認
定
証
と
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

国民健康
保険

▲�生活困窮者自立支援
金に関する市ホーム
ページ

▲�後期高齢者医療保険
料の減免に関する市
ホームページ

▲�「子供の食の確保」
緊急対応事業補助金
に関する市ホームペ
ージ

▲�第８期介護保険
運営協議会委員
応募に関する市
ホームページ

外
を
問
わ
ず
、
の
ど
の
渇
き
を
感

じ
な
く
て
も
こ
ま
め
な
水
分
補
給

を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、
当
市
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

も
医
師
会
を
は
じ
め
と
す
る
医
療

従
事
者
の
方
々
な
ど
の
ご
協
力
に

よ
り
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
接
種
対
象
が
６５
歳
以
上

の
方
か
ら
６４
歳
以
下
の
方
へ
と
移

行
し
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
広

報
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
も

ご
覧
い
た
だ
き
、
予
約
方
法
な
ど

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
最

新
の
情
報
は
先
行
し
て
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
こ

と
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
に
よ
り
緊
急
事
態
宣
言

や
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
な

ど
国
の
措
置
な
ど
が
変
遷
し
て

お
り
ま
す
が
、
感
染
症
対
策
は

皆
さ
ま
一
人
一
人
の
心
掛
け
が

基
本
と
な
り
ま
す
。
一
日
で
も

早
い
収
束
の
た
め
、
あ
ら
た
め

ま
し
て
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

（
今
号
は
ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
に

代
わ
り
、
本
記
事
を
掲
載
い
た

し
ま
す
）

　
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
、
７
月

に
入
り
気
温
も
高
く
な
り
ま
し

た
。

　
感
染
症
対
策
と
同
時
に
熱
中

症
対
策
も
必
要
な
時
期
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
感
染

防
止
の
た
め
の
マ
ス
ク
着
用
に

よ
り
熱
中
症
の
リ
ス
ク
が
高
ま

る
こ
と
か
ら
、
屋
外
で
人
と
十

分
な
距
離
が
確
保
で
き
る
場
合

は
、
熱
中
症
の
リ
ス
ク
を
考
慮

し
マ
ス
ク
を
外
す
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
屋
内
・
屋

３
年
度
東
久
留
米
市

東
久
留
米
市
聖
火
リ
レ
ー
の
中
止
と

東
久
留
米
市
聖
火
リ
レ
ー
の
中
止
と

東
久
留
米
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
の
延
期

東
久
留
米
市
ス
ポ
ー
ツ
健
康
都
市
宣
言
の
延
期

に
つ
い
て

に
つ
い
て

　
市
で
は
、
市
の
介
護
保
険
事
業

に
関
す
る
適
正
な
運
営
を
確
保
す

る
た
め
の
機
関
と
し
て
、「
介
護

保
険
運
営
協
議
会
」
を
設
置
し
、

被
保
険
者
を
代
表
す
る
委
員
を
市

民
の
方
か
ら
公
募
し
、
審
議
に
参

加
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
９
月
末
を
も
っ
て

第
７
期
協
議
会
の
任
期
が
満
了
と

な
る
こ
と
か
ら
、次
期（
第
８
期
）

協
議
会
の
委
員
と
し
て
審
議
に
参

加
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

　
【
募
集
人
数
】４
人
以
内

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住
の
介
護

保
険
被
保
険
者
（
４０
歳
以
上
）
の

方
で
、
市
の
他
の
付
属
機
関
の
委

員
に
な
っ
て
い
な
い
方

　
【
任
期
】１０
月
１
日
〜
６
年
９
月

３０
日
（
３
年
間
）

　
【
会
議
開
催
】年
４
回
程
度
（
平

日
の
夜
間
１
時
間
半
程
度
）

　
【
報
酬
】あ
り

　
【
応
募
方
法
】８
月
１３
日
（
金
）

ま
で
に
（
必
着
）、
応
募
書
類
に

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電

話
番
号
・
簡
単
な
自
己
紹
介
を
記

入
し
、「
高
齢
者
が
い
き
い
き
と

暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に

必
要
な
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
し
た

１
０
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
付

（
応
募
書
類
、
作
文
と
も
に
様
式

は
任
意
）し
、「
委
員
応
募
」と
明

記
の
上
、
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、

市
役
所
介
護
福
祉
課
宛
て
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０・７
８
０
８
）、

電
子
メ
ー
ル
（kaigofukushi@

city.higashikurum
e.lg.jp

）、

同
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
直
接
持

参
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

応
募
フ
ォ
ー
ム
よ
り
応
募
を
。　

※
応
募
書
類
に
基
づ
き
選
考
し
ま

す
。
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
７
７
（
内
線
４
９
１
０
・
４
９

１
１
）
へ
。

第
８
期
介
護
保
険
運
営
協
議
会
の

第
８
期
介
護
保
険
運
営
協
議
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す

委
員
を
募
集
し
ま
す

引
き
続
き
感
染
予
防
と
、

熱
中
症
対
策
を
お
願
い
し
ま
す

東
久
留
米
市
長


